
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

第一種フロン類充填回収業変更届出書（廃業届出書）に係る 

広島県電子申請システム 操作マニュアル 

（申請者用） 
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ご案内 

・ このマニュアルでは、「変更届出書」を提出する場合の操作方法を説明します。 

・ 「廃業届出」を提出する場合も、基本的に「変更届出書」と同様の操作方法になる 

 ため、このマニュアルを参考にしてください。 
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-- 手続の流れ ---- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

③担当窓口で申請書類の事前審査を行います。 

補正事項がなければ、受理通知メールが届きます。 

②画面の指示に従って申請情報を入力し、申請書類一式をアップロードする。 

【申請手続】 

【利用者登録（事前準備）】 

電子申請システムのトップページにアクセスし、 
「利用者登録」からアカウントを作成する。 
(※既にアカウントをお持ちの方は【申請手続】へ) 

※手続詳細は P3～15 参照 

※手続詳細は P2 参照 

①県のホームページのから電子申請システムにアクセスする。 

【手続完了】 
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【利用者登録（事前準備）】  

 

 

 
 

 

 
下記 URL から電子申請システムトップページにアクセスし、画面右上の「利用者登録」から行います。 

https://s-kantan.jp/pref-hiroshima-u/offer/offerList_initDisplay.action 

その後は、下記 URL の利用者登録マニュアルを参考に、手続を行ってください。 

https://s-kantan.jp/help/PREFHS/profile3-2-1.htm 

 

補足 
利用者登録パスワードは、申請者自身で管理してください。 
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【申請手続】 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 県 HP から該当の申請フォームにアクセスしてください。 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/eco/f-f2-annai-1-shinnsei.html 

申請したい手続きのリンク

をクリックしてください。   

４ページの「利用者ログイ

ン画面」が表示されます。 

県ＨＰ 

「第一種フロン類充填回収業者 
登録申請・届出の手続き」 
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２ 利用者ログイン画面が表示されます。 

  この手続きは利用者登録をせずに利用することはできません。 

利用者登録で設定した利用者 ID，パスワードを入力し、「ログイン」をクリックしてください。 

補足 
利用者登録がまだ済んでいない場合は P２の「利用者登録（事前準備）」により、利用者登録を行ってください。 
パスワードを忘れた場合は、利用者ログイン画面の「パスワード忘れた場合はこちら」からパスワードを再設定 

してください。 
 

利用者登録で設定した

利用者 ID、パスワー

ドを入力してくださ

い。 
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３ 手続説明画面が表示されます。 

  手続名をよく確認してください。 

手続説明、利用規約をご確認の上、「同意する」（Ｐ６）をクリックしてください。 

※手続き説明欄はよく内容を確認してください。 
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４ 手続申込画面が表示されます。 

入力内容（例：申請者の区分など）に応じて必要な添付書類項目が表示されます。 

必要事項の入力及び添付書類の添付後、画面最下部の「確認へ進む」をクリックしてください。 

（１）添付ファイルの合計サイズの上限は 100MB です。 

（２）添付書類が多いため、予め添付書類を準備してから、手続きを開始してください。 

（※添付書類の一時保存不可。未操作が 180 分続くとタイムアウトします。） 

（３）様式は県 HP よりダウンロードしてください。 

（４）本人確認のできる書類（法人の履歴事項全部証明書等）は別途申請窓口に郵送又は持参により提出してください。 

選択中の手続き名：第一種フロン類充填回収業変更届出書 

申請窓口を選択してください。 

 

・主たる事業所の所在地に応じ、 

申請窓口が異なるため、上記オレン

ジ色の枠内を確認してください。 

・広島県内に事業所がない場合は、

08 環境保全課を選択してください。 

・届出者本人による届出 

・代理人（行政書士）による届出 

 

のいずれかを選択してください。 

（代理人の場合には、以後の項目

で代理人の情報の入力と委任状の

添付が必要です） 
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【個人を選択した場合】 

 

 
  

・個人 

・法人 

 

のいずれかを選択してください。 

（以後の入力項目が変わります。） 
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【法人を選択した場合】 
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【代理人（行政書士）による届出の場合】 
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（添付ファイル選択画面） 

 

 

 

   

「添付ファイル」をクリックすると、 

添付ファイル選択画面に移るので、 

以下の①～③の手順で添付ファイルを 

添付してください。 

①「ファイルの選択」をクリックし添付ファイル

を選択してください。 

②「添付する」をクリックしてください。 

※添付ファイルが複数ある場合は、①②の操作を 

繰り返してください。 

③ 

② 
① 

③画面下部に添付結果が表示されるので、「入力

に戻る」をクリックしてください。 
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【届出者が個人の場合】 

 

 

 

 

【代理人（行政書士）による届出の場合】 

 

 
 

いずれかを選択してください。 

氏名又は住所に変更がある場合で、 

住民票を提出しない場合は、申請者

の生年月日を入力してください。 

「ファイルの選択」をクリックし添付ファイルを

選択してください。 

「ファイルの選択」をクリックし委任状を添付し

てください。 
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補足 
入力内容の不備や添付漏れがある場合は、エラーが表示されます。修正後に再度「確認へ進む」をクリックしてください。 

 

必要事項の入力、必要書類の添付完

了後、すべてにチェックし、「確認

へ進む」をクリックしてください。 
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５ 申込確認画面が表示されます。 

入力事項に誤りがないことを確認の上、「申込む」をクリックしてください。 
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（申込完了通知メール） 

   

６ 申込完了画面が表示され、利用者登録されたメールアドレス宛てに申込完了通知メールが自動送信

されます。申請手続はこれで完了です。 

注意 
申込状況の確認などで必要なので、「整理番号」「パスワード」は、保管しておいてください。 
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【申込内容照会・修正・取下げ】 
 

※ 申込を行った手続の処理状況を確認できます。また、申込内容の修正や申込の取下げをしたい場合は、 

該当の申請を照会して手続を行うことができます。 

 

 

 

 

 

１ 申込完了通知メール(p15)に記載された「整理番号」及び「パスワード」を入力、 

又は、下記 URLからシステムにログインし、左上の「申込内容照会」のタブをクリックする。 

https://s-kantan.jp/pref-hiroshima-u/profile/userLogin.action 
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２ 過去の申込内容一覧が表示されます。該当の申請を選択し、「詳細」をクリックしてください。 

 

第一種フロン類充填回収

業変更届出書 
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３ 処理状況や申込内容が表示されます。申込内容の修正、申込の取下げ、過去の申込を再利用して申込

を行いたい場合は、画面下部の該当の手続をクリックしてください。 

添付書類に不備がある場合、返却処理されます。処理状況の欄に「返却中」と表示されるため、画面

最下部の「修正する」により、修正してください。（※返却処理及び補正事項の内容については、別

途メール等で県から連絡があります。） 

注意 
申込内容の修正、申込の取下げは、県の受理処理後は、電子申請システムから手続できません。 

県からの返却時に添付ファイルが 

ある場合、こちらに表示されます。 

申込内容の修正を行うことが可能です。 

県から補正指示により返却があった場合、 

こちらで対応してください。 
申込を取り下げることができます。 

過去に申し込んだ申込内容をコピーして 

再度同じ手続きの申込を行うことができます。 

第一種フロン類充填回収業変更届出書 
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【届出の受理】 

 

 

 

（受理通知メール） 

 
 

 

 

 

 

 県で事前審査が完了次第、申請者のメールアドレス宛に受理通知メールが送信されます。 

  

第一種フロン類充填回収業変更届出書 

補足 
以上で電子申請システムによる手続は完了です。 
 
（今後の手続き） 

・これから県で提出書類の本審査を開始します。 
・本審査完了後、登録通知書の記載内容に変更がある場合は、受理後、県から変更後の登録通知書を 
交付します。 

 


